
令和３年３月８日 

各務原市補正予算書及び予算説明書 

議第 ９号  令和２年度各務原市一般会計補正予算（第１５号）･･････････････････････････１頁 

議第１０号  令和２年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）････････４８頁 

議第１１号  令和２年度各務原市下水道事業会計補正予算（第２号）････････････････････５７頁 
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議第９号 

   令和２年度各務原市一般会計補正予算（第１５号） 

令和２年度各務原市の一般会計補正予算（第１５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,694,763千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ77,357,897千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和３年３月８日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

10 国有提供施設等所 380,000 28,843 408,843

在市町村助成交付

金

1 国有提供施設等所 380,000 28,843 408,843

在市町村助成交付

金

11 地方特例交付金 145,000 46,552 191,552

1 地方特例交付金 145,000 46,552 191,552

12 地方交付税 2,550,000 △ 28,390 2,521,610

1 地方交付税 2,550,000 △ 28,390 2,521,610

16 国庫支出金 26,582,240 171,796 26,754,036

2 国庫補助金 19,859,436 171,796 20,031,232

17 県支出金 3,738,145 △ 2,154 3,735,991

1 県負担金 2,350,542 △ 2,154 2,348,388

19 寄附金 600,000 13,466 613,466

1 寄附金 600,000 13,466 613,466

20 繰入金 8,683,502 17,000 8,700,502

1 基金繰入金 8,683,502 17,000 8,700,502

21 繰越金 1,557,090 1,514,143 3,071,233

1 繰越金 1,557,090 1,514,143 3,071,233

22 諸収入 987,417 32,985 1,020,402

6 雑入 440,499 32,985 473,484

23 市債 3,214,700 900,522 4,115,222

款 項 補正予算額 補正後予算額
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(単位：千円)

補正前予算額

1 市債 3,214,700 900,522 4,115,222

歳　　入　　合　　計 74,663,134 2,694,763 77,357,897

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

2 総務費 24,028,207 0 24,028,207

1 総務管理費 22,860,139 0 22,860,139

4 衛生費 4,895,423 0 4,895,423

1 保健衛生費 2,254,067 0 2,254,067

2 環境費 2,641,356 0 2,641,356

6 農林水産業費 394,627 0 394,627

3 農地費 207,885 0 207,885

7 商工費 2,937,420 0 2,937,420

1 商工費 2,937,420 0 2,937,420

8 土木費 4,257,654 277,268 4,534,922

2 道路橋梁費 1,889,554 181,263 2,070,817

3 河川費 219,471 0 219,471

4 都市計画費 1,032,481 96,005 1,128,486

5 住宅費 775,523 0 775,523

9 消防費 2,359,142 0 2,359,142

1 消防費 2,359,142 0 2,359,142

10 教育費 7,373,892 34,000 7,407,892

1 教育総務費 1,057,780 0 1,057,780

2 小学校費 1,365,668 21,200 1,386,868

3 中学校費 657,879 11,200 669,079

4 特殊学校費 70,419 1,600 72,019

6 社会教育費 1,170,911 0 1,170,911

7 保健体育費 1,874,443 0 1,874,443
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款 項 補正予算額 補正後予算額

一般会計



(単位：千円)

補正前予算額

13 諸支出金 5,836,548 2,383,495 8,220,043

2 繰出金 5,530,129 △ 254 5,529,875

3 基金費 306,419 2,383,749 2,690,168

歳　　出　　合　　計 74,663,134 2,694,763 77,357,897

款 項 補正予算額 補正後予算額
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第２表　繰越明許費補正

（追加） （単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

雇用調整助成金申請等手数料補助事業 ９,１３４

②総務費 １総務管理費 新 庁 舎 建 設 事 業 １,８６３,４００

②総務費 １総務管理費 新庁舎建設事業（ＺＥＢ化設備） １４０,９１５

⑥農林水産業
  費

３農地費 郷 戸 池 護 岸 復 旧 事 業 １２,６００

⑤労働費 １労働諸費 緊 急 雇 用 維 持 助 成 事 業 ５,６２２

⑤労働費 １労働諸費

⑦商工費 １商工費 中小企業生産性革命推進事業補助事業 １７３,６４０

⑧土木費 ２道路橋梁費 道 路 維 持 改 良 事 業 １３２,９０２

⑧土木費 ２道路橋梁費 緊 急 対 策 踏 切 改 良 事 業 ５,３４２

⑧土木費 ２道路橋梁費 市 道 那 ８ １ ６ 号 線 道 路 改 良 事 業 ３,１３０

⑧土木費 ２道路橋梁費 市 道 稲 １ ０ ０ 号 線 道 路 改 良 事 業 １３,６５０

⑧土木費 ２道路橋梁費 市 道 各 ３ ７ ８ 号 線 道 路 改 良 事 業 ２６３,９８９

⑧土木費 ２道路橋梁費

⑧土木費 ２道路橋梁費 市 道 那 ８ １ ３ 号 線 道 路 改 良 事 業 ２０,４５５

⑧土木費 ２道路橋梁費 市 道 鵜 ９ ４ １ 号 線 道 路 改 良 事 業 ５５,３５０

橋 梁 長 寿 命 化 事 業 １０３,８５０
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（単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

⑨消防費 １消防費 消 防 団 車 両 更 新 事 業 １１,１６１

⑨消防費 １消防費
鵜 沼 市 民 サ ー ビ ス セ ン タ ー
屋 外 拡 声 子 局 修 繕 事 業

３,８００

⑨消防費 １消防費 防 災 備 蓄 倉 庫 外 構 整 備 事 業 ３２,０００

⑧土木費 ４都市計画費 公 園 施 設 長 寿 命 化 事 業 ７５,６００

⑧土木費 ４都市計画費 市 民 公 園 リ ニ ュ ー ア ル 事 業 １,５０６

⑧土木費 ４都市計画費 日野岩地大野線道路整備事業（Ⅱ期） １１３,３１２

⑧土木費 ４都市計画費 木曽川周辺整備事業（前渡地区） ８,２８２

⑧土木費 ３河川費 ポ ン プ 改 修 事 業 （ 川 島 渡 町 ） ２,７００

緊 急 浚 渫 推 進 事 業 （ 新 境 川 ） ５,０００⑧土木費 ３河川費

排水路維持補修事業（川島松原町） ２,０００

排 水 路 樋 管 開 閉 装 置
改 修 事 業 （ 前 渡 東 町 ）

１,７００

⑧土木費 ３河川費

⑧土木費 ３河川費

⑧土木費 ３河川費

排 水 路 改 良 事 業 （ 各 務 西 町 ） ５４,２４０

調整池機能回復事業（須衛地内） ９,７００

⑧土木費 ３河川費

⑩教育費 ２小学校費
小 学 校 感 染 症 対 策 等
教 育 活 動 継 続 支 援 事 業

２１,２００

- 7 - 一般会計



（単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

⑩教育費 ６社会教育費 中 央 図 書 館 外 壁 改 修 事 業 ７９,０３１

⑩教育費 ４特殊学校費
特 別 支 援 学 校 感 染 症 対 策 等
教 育 活 動 継 続 支 援 事 業

１,６００

⑩教育費 ３中学校費
中 学 校 感 染 症 対 策 等
教 育 活 動 継 続 支 援 事 業

１１,２００
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第３表　地方債補正

（追加）

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

５,０００

２６７,２００

起債の方法

河 川 改 修 事 業

減 収 補  債

普通貸借

又は

証券発行

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借り
換えすることが
できる。

ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率

年5.0％以内
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（変更）

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

千円

48,400
年5.0％

126,000
年5.0％

以 内 以 内

消 防 施 設
整 備 事 業

206,000 213,200

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

起債の
方 法

限 度 額

道路橋梁事業 503,600

し尿処理施設
整 備 事 業

ごみ処理施設
整 備 事 業

1,200 181,200

6,300

街 区 公 園
整 備 事 業

97,900

排水路 改良
事 業

1,300

千円

農 業 基 盤
整 備 事 業

3,300

小学校 施設
整 備 事 業

120,200

臨 時 財 政
対 策 債

1,150,000

126,300

1,343,722

6,300

133,900

623,300

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率
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議第１０号 

   令和２年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年３月８日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

3 繰入金 1,714,468 △ 254 1,714,214

1 他会計繰入金 1,714,468 △ 254 1,714,214

6 国庫支出金 0 254 254

1 国庫補助金 0 254 254

歳　　入　　合　　計 3,453,016 0 3,453,016

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

1 総務費 17,429 0 17,429

1 総務管理費 17,429 0 17,429

歳　　出　　合　　計 3,453,016 0 3,453,016
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款 項 補正予算額 補正後予算額
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議第１１号 

令和２年度各務原市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則） 

第１条 令和２年度各務原市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

（特例的収入の補正） 

第２条 令和２年度各務原市下水道事業会計予算第４条の２中「256,102 千円」を「255,831

千円」に改める。 

令和３年３月８日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      


